
 

2016 年 4 月 1 日から、これまで各地域で１つの電力会社しか行えなかった家庭や小規
模事業所向けの電気の小売販売への、新規参入が可能になります。これにより、すべての
家庭や事業所で、自由に電力会社や料金メニューを選択できるようになります。 
自由化により、電気の販売を携帯電話、家電、通信、電気自動車等と組み合わせた   

「セット割引」など、これまでに無かった多様なサービスが生まれることが考えられます。 
これに伴い、事業者から消費者へ様々な形での勧誘活動が活発になると思われます。 

消費者トラブル防止の対策も講じられますが、消費者側も情報を収集し、電力自由化を 
上手に取り入れる準備をしましょう。 
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 ネットで「サプリメントが３０日分５００円、送料無料」

と書いてあったので注文をした。一か月後、同じ商品がまた

届き、２０００円の請求書が入っていた。確認すると初回５

００円で２回目以降定期購入になる通信販売契約だった。 

そんなつもりはなかったので解約したい。 

 
通信販売で、1回限りの購入だと思って申し込んでも、定期的に商品を購入するこ

とになってしまうケースがあります。  

通信販売を利用する際は、商品の特徴や価格だけでなく、購入や返品の条件、送

られてきた商品に同封された書類などについてもしっかり確認しましょう。 

 

訪問販売と同様、8日間のクーリングオフ制度があります。また訪問購入では、 

クーリングオフ期間中であれば、購入業者に対し売却商品の引き渡しを拒むこと

ができます。 
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